
海陽町ふるさとづくり寄附金事業支援業務仕様書 

 

 

１ 業務名 

海陽町ふるさとづくり寄附金事業支援業務 

 

２ 業務の目的 

海陽町ふるさとづくり寄附金事業に係る寄附情報の管理、返礼品に関する業務、プロモー

ション等を民間事業者に委託することにより、事務の効率化を図るとともに、寄附金の増加

による自主財源の確保、効果的な町の魅力発信、特産品の販路拡大や地場産業の振興を図り、

地域の活性化に寄与することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和７年３月３１日まで 

なお、運用開始予定日は令和６年７月１日とし、契約締結日から運用開始日までの準備期

間には委託料は発生しないものとする。 

 

４ 業務概要 

（１）寄附情報の管理に関すること 

（２）返礼品の発注及び配送管理に関すること 

（３）新たな返礼品の企画・選定、返礼品提供事業者との調整に関すること 

（４）海陽町ふるさと納税のプロモーション支援に関すること 

（５）その他本業務に関連する業務に関すること 

 

５ 業務の詳細 

（１）寄附情報の管理に関すること 

① 本町が利用しているふるさと納税ポータルサイト（一括代行契約のポータルサイトを

除く。以下同じ。）を経由した寄附の申込みに対応するとともに、寄附申込み情報を管

理し、寄附の動向等について分析を行うこと。 

② 寄附情報等の管理にあたっては、本町にて一元管理をしているシステム「ふるさと納

税 do（株式会社シフトセブンコンサルティング）」を活用すること。なお、同システム

が使用できない場合は、同等以上の機能を持つ寄附システムを提案し、受託者の責任

において本町の利用環境の構築を行うこと。その構築費用については、業務委託料に

含めること。 

③ ふるさと納税ポータルサイトのメンテナンス（寄附者情報の管理、自治体情報や返礼

品情報の更新及び各種ページの変更修正等）を行うこと。 

④ 今後の検討により新規ポータルサイト増設の場合は導入作業を行うこと。  

（２）返礼品の発注及び配送管理に関すること 

① 返礼品提供事業者への返礼品の発注及び配送の管理を行うこと。 



② 返礼品提供事業者と連携を密にし、在庫状況の確認を行うとともに、返礼品の配送が

円滑に行われるよう必要な措置を講じること。 

③ 時期限定品、定期発送品についての発送時期の管理を行うこと。 

④ 返礼品等に関する寄附者からの問い合わせに適切に対応すること。なお、返礼品に関

する苦情・事故が発生した場合は、その経過及び対応について速やかに本町へ報告す

ること。 

⑤ 本町、返礼品提供事業者、配送事業者及び寄附者との各種調整を行うこと。 

（３）新たな返礼品の企画・選定、返礼品提供事業者との調整に関すること 

① 本町が提供する情報や、受託者が独自に入手した情報等をもとに、返礼品提供事業者

の開拓を行うとともに、本町のＰＲにつながる魅力ある返礼品の企画及び選定を行う

こと。 

② 返礼品については、本町の承認を経て決定すること。 

③ 本町及び返礼品提供事業者との各種調整を十分に実施すること。 

（４）海陽町ふるさと納税のプロモーション支援に関すること 

① ふるさと納税ポータルサイトや各種媒体を活用したＰＲを実施し、寄附者・寄附金の

拡大を図るとともに、ふるさと納税を通じて、本町の魅力を広く発信すること。 

② 返礼品のパンフレット原稿データを作成すること。また、返礼品の追加や変更にも速

やかに対応すること。 

③実施したＰＲ業務等の具体的内容及び効果の分析結果等については、業務報告書に取

りまとめること。 

（５）その他本業務に関連する業務に関すること 

本町のふるさと納税を推進するに当たり、効果的な提案をすること。 

 

６ 寄附情報の保存 

受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により５年間保存すること。 

 

７ 著作権の取り扱い 

受託者が本業務の遂行のために製作（作成）した写真、画像データ、カタログ、パンフレ

ット、紹介文原稿等の著作権は、本町に帰属するものとし、本町による二次利用を可能と

する。 

 

８ 再委託の禁止 

再委託は、原則認めない。ただし、書面により本町の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

９ 報告及び検査 

本町は、必要があると認めるときは、受託者に対して、委託業務の履行状況その他必要な

事項について、報告を求め、検査することができる。 

 

１０ 情報セキュリティの確保 



本業務の履行に当たり、個人情報を含む全ての情報の取扱いについて、情報セキュリティ

の重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等から保護するため、適

切な管理を行うこと。 

 

１１ その他 

（１）業務内容については、仕様書に基づく内容とするとともに、業者選定時に提案した内

容を遵守し、実施すること。 

（２）業務の遂行にあたっては、本町と十分に協議を行い、本町の意見や要望を取り入れな

がら実施すること。 

（３）海陽町個人情報保護条例を遵守し、業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らして

はならない。また、業務終了後も同様とする。 

（４）本仕様書に定めのない事項や業務の遂行に当たって疑義が生じた場合については、本

町と受託者で協議の上、決定することとする。 


